
令和４年 第５回 福岡市東区選挙管理委員会 

５月 20 日（金） 

【 議 題 】 

１ 議案第 11 号  選挙人名簿から抹消する者について 

２ 議案第 12 号  在外選挙人名簿から抹消する者について 

３ 議案第 13 号  選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

４ 議案第 14 号  在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

＜次回以降日程＞ 

委員会 令和４年６月１日（水） 午前 10 時 00 分～ 



議案第 11 号   

 

選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和４年５月 20 日 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺 裕 江 

 

１ 抹消する者の数       852 人 

  内訳 死亡者        231 人 

     市外転出者      621 人 

 

２ 抹消する者の氏名等  別紙のとおり 

 

３ 抹消年月日      令和４年５月 20 日 

 

（根 拠） 

・議決 公職選挙法第 28 条の規定による。 

第二十八条 (登録の抹消)  

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者

について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ち

に選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第四号に該

当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所

を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。 

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外

選挙人名簿への登録の移転をすることとするとき。 

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

※前条第一項の規定 

第二十七条(表示及び訂正等) 

  （一部略）市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、

直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。 

 







議案第 12 号 

 

在外選挙人名簿から抹消する者について 

 

 在外選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和４年５月 20 日 

                    福岡市東区選挙管理委員会 

                     委 員 長  渡 辺  裕 江 

 

１ 抹消する者の数      ２人 

 

  内訳  住民票が新たに作成された後４箇月を経過した者 ２人 

 

２ 抹消する者の氏名等     別紙のとおり 

 

３ 抹消年月日         令和４年５月20日 

 

（根  拠） 

・議決 公職選挙法第 30 条の 11 の規定による。 

第三十条の十一（在外選挙人名簿の登録の抹消） 

  市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されてい

る者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を

直ちに在外選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第

三号に該当するに至つたときは、その旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項の表示をされた者について国内の市町村の区域内に住所を

定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過するに至

つたとき。 

三 在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外

選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでな

かつたことを知つたとき。 

※前条第一項の規定 

第三十条の十（在外選挙人名簿の表示及び訂正等） 

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者が（中略）

在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新

たに作成されたことを知つた場合には、直ちに在外選挙人名簿にその旨を表示

しなければならない。 

 

※参考：在外選挙人登録数（東区） 

男  39 人  女  96 人 

計  135 人 

（R4.5.20 委員会終了後） 



議案第 13 号   

 

選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

 

 

 公職選挙法第 28 条の２第１項及び同法第 28 条の３第１項の申出に係る、令

和３年４月１日から令和４年３月31日までの間の選挙人名簿の抄本の閲覧状況

（総務省令で定めるものを除く。）は、次のとおりであり、その旨を告示により

公表する。 

 

    令和４年５月 20 日 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺  裕 江 

 

 

 

 

１ 閲覧状況   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根 拠） 

・ 議決及び告示 公職選挙法第 28 条の４第７項及び同法施行規則第３条の

４の規定による。 



 

第二十八条の四第七項（選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等） 

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも１回、

第二十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧

（総務省令で定めるものを除く。）の状況について、申出者の氏名（申出者が

国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあって

はその名称及び代表者又は管理人の氏名）及び利用目的の概要その他総務省令

で定める事項を公表するものとする。 

 

施行規則第三条の四（選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表） 

  法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本

人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者で

あるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。 

２ 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

 一 閲覧の年月日 

 二 閲覧に係る選挙人の範囲 

 三 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地 

 

第二十八条の二第一項 

（登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧） 

  市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示日又は告示の日から選挙の

期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うため

に、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要であ

る旨の申出があった場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表

の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。 
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第二十八条の三第一項 

（政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧） 

  市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、

世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののう

ち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧す

ることが必要である旨の申出があった場合には、同項に規定する期間を除

き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を

実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければ

ならない。 

 一 申出者が国又は地方公共団体（以下この条及び次条において「国等」と

いう。）の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の

機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの 

 二 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人

の役職員又は構成員（他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当

該他の法人の役職員又は構成員を含む。）で、当該法人が指定するもの 

 三 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人

又はその指定する者 

 

 



閲覧の年月日 申出者の氏名等 利用目的の概要 
閲覧に係る選挙

人の範囲 

令和３年５月17日 

読売新聞東京本社 編集局 

世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町一丁目７

番１号 

全国の有権者を

対象に実施する

世論調査の対象

者抽出 

和白東第二投票

区の45人 

令和３年７月７日 

株式会社 プリミティブ・ドラ 

イブ 

代表取締役 徳永 眞木子 

福岡市中央区大名二丁目８番18

号天神パークビル７階 

福岡県における

人権問題に関す

る県民意識調査

の対象者抽出 

筥松第三投票区、

名島第二投票区、

城浜投票区、多々

良第一投票区、八

田投票区、青葉第

一投票区、舞松原

第二投票区、若宮

第一投票区、若宮

第二投票区、香住

ケ丘第二投票区、

美和台第一投票

区、美和台第二投

票区、志賀第一投

票区及び照葉投

票区の280人 

令和３年８月30日 

株式会社 サーベイリサーチセ

ンター 九州事務所  

所長 林 雅保 

福岡市博多区博多駅東二丁目６

番26号安川産業ビル４階 

福岡県民ニーズ

調査の対象者抽

出 

筥松二丁目、社領

二丁目、土井三丁

目、舞松原一丁

目、名島一丁目、

下原二丁目、香住

ヶ丘六丁目、高美

台三丁目、西戸崎

四丁目及び美和

台新町の100人 

令和３年９月３日 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５丁目15番 

８号時事通信ビル７階 

時事世論調査の

対象者抽出 

八田一丁目及び

青葉三丁目から

七丁目までの108

人 

令和３年９月７日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

下原三丁目、四丁

目及び香椎駅東

三丁目 

別　紙



令和３年９月17日 

一般社団法人 共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋一丁目７番１

号 

日本世論調査会・

共同通信社世論

調査の対象者抽

出 

筥松第三投票区、

千早西投票区、舞

松原第一投票区

及び美和台第一

投票区 

令和３年９月13日 

令和３年９月15日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

香椎浜一丁目１

番、２番、５番、

８番及び９番 

令和３年９月21日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 箱崎第三投票区 

令和３年10月４日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
香椎浜一丁目１

番、８番及び９番 

令和３年10月13日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
千早投票区及び

千早西投票区 

令和３年11月17日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 城浜団地 

令和３年11月18日 

株式会社 日本リサーチセンタ

ー 

代表取締役 杉原 領治 

東京都墨田区江東橋四丁目 26 番

５号 

嗜好品と社会的

意識及び行動の

変化に関する調

査の対象者抽出 

香椎六丁目、三苫

一丁目及び高美

台四丁目の 18 人 

令和３年11月24日 

令和３年11月25日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

名島一丁目から

五丁目まで及び

松崎一丁目から

四丁目まで 



令和３年11月29日 

令和３月11月30日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

香椎浜一丁目７

番、二丁目１番１

号から５号まで

及び四丁目１番 

令和３年12月８日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
美和台一丁目か

ら五丁目まで 

令和３年12月９日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
香住ヶ丘一丁目

及び二丁目 

令和４年１月19日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

筥松一丁目から

四丁目まで、原田

一丁目から四丁

目まで、松田一丁

目から三丁目ま

で、松島一丁目か

ら六丁目まで、筥

松新町、二又瀬新

町、多の津及び二

又瀬 

令和４年１月25日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 香住ヶ丘二丁目 

令和４年１月25日 

株式会社 サーベイリサーチセ

ンター 大阪事務所 

所長 中村 光明 

大阪市北区天満橋一丁目８番30

号 

家族に関する振

り返り調査の対

象者抽出 

箱崎一丁目の 30

人 

令和４年１月26日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
美和台一丁目か

ら五丁目まで 



令和４年２月16日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
美和台一丁目か

ら七丁目まで 

令和４年２月22日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
香住ヶ丘二丁目

及び三丁目 

令和４年２月21日 

令和４年２月22日 

令和４年２月25日 

株式会社 西日本リサーチ・セ

ンター 

代表取締役 野上 淳一 

福岡市中央区今泉一丁目４番１

号 

九州大学箱崎キ

ャンパス周辺地

域の大学移転や

地域変動に対す

る地域住民の意

識調査の対象者

抽出 

箱崎一丁目から

四丁目まで、原田

一丁目から四丁

目まで、筥松新

町、筥松一丁目、

二丁目及び四丁

目、社領一丁目及

び二丁目、二又

瀬、二又瀬新町、

郷口町、貝塚団

地、箱崎ふ頭三丁

目、箱崎七丁目、

松島一丁目及び

二丁目、四丁目並

びに五丁目 

令和４年２月25日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

高美台一丁目か

ら四丁目まで及

び和白東一丁目

から五丁目まで 

令和４年３月９日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
奈多団地１番か

ら 39 番まで 

令和４年３月16日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

香椎浜二丁目３

番１号から７号

まで 



令和４年３月22日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 

美和台五丁目か

ら七丁目まで及

び美和台新町 

令和４年３月23日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 香椎駅前二丁目 

令和４年３月25日 

令和４年３月28日 

日本共産党福岡東・博多地区委

員会 

委員長 中条 正実 

福岡市博多区千代四丁目19番18

号 

政治活動 
箱崎一丁目から

六丁目まで 

 
 



議案第 14 号   

 

在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について 

 

 

 公職選挙法第 30条の 12の規定により準用する公職選挙法第 28条の２第１項

及び同法第 28 条の３第１項の申出に係る、令和３年４月１日から令和４年３月

31 日までの間の在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況（総務省令で定めるものを除

く。）は、次のとおりであり、その旨を告示により公表する。 

 

   

  令和４年５月 20 日 

 

 

                   福岡市東区選挙管理委員会 

                    委 員 長  渡 辺  裕 江 

 

 

 

 

１ 閲覧状況 在外選挙人名簿の抄本の閲覧（総務省令で定めるものを除く。）

はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（根 拠） 

・ 議決及び告示 公職選挙法第 30 条の 12 の規定により準用する公職選挙

法第 28 条の４第７項及び同法施行規則第３条の４の規定

による。 



 

第三十条の十二 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等) 

第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、在外選挙人名簿について

準用する。この場合において、第二十八条の二第一項中「第二十四条第一項各

号に定める」とあるのは、「第三十条の八第一項各号に掲げる」と読み替える

ものとする。 

 

第二十八条の四第七項（選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等） 

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、毎年少なくとも１回、

第二十八条の二第一項及び前条第一項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧

（総務省令で定めるものを除く。）の状況について、申出者の氏名（申出者が

国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあって

はその名称及び代表者又は管理人の氏名）及び利用目的の概要その他総務省令

で定める事項を公表するものとする。 

 

施行規則第三条の四（選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表） 

  法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める閲覧は、選挙人が本

人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者で

あるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。 

２ 法第二十八条の四第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

 一 閲覧の年月日 

 二 閲覧に係る選挙人の範囲 

 三 申出者が法人である場合にあっては、その主たる事務所の所在地 

 

第二十八条の二第一項 

（登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧） 

  市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示日又は告示の日から選挙の

期日後五日に当たる日までの間を除き、次の表の上欄に掲げる活動を行うため

に、同表の中欄に掲げる者から、選挙人名簿の抄本を閲覧することが必要であ

る旨の申出があった場合には、その活動に必要な限度において、それぞれ同表

の下欄に掲げる者に選挙人名簿の抄本を閲覧させなければならない。 
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第二十八条の三第一項 

（政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧） 

  市町村の選挙管理委員会は、前条第一項に定めるもののほか、統計調査、

世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののう

ち政治又は選挙に関するものを実施するために選挙人名簿の抄本を閲覧す

ることが必要である旨の申出があった場合には、同項に規定する期間を除

き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に、当該調査研究を

実施するために必要な限度において、選挙人名簿の抄本を閲覧させなければ

ならない。 

 一 申出者が国又は地方公共団体（以下この条及び次条において「国等」と

いう。）の機関である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした国等の

機関の職員で、当該国等の機関が指定するもの 

 二 申出者が法人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした法人

の役職員又は構成員（他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当

該他の法人の役職員又は構成員を含む。）で、当該法人が指定するもの 

 三 申出者が個人である場合 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした個人

又はその指定する者 
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